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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用ヘッドアップディスプレー装置で使用される単層の回折コンバイナーの製造方
法であって、前記自動車用ヘッドアップディスプレー装置は、波長がλｉ（ｉ＝１乃至ｎ
）のｎ（≧１）個の光源によって後方から照明されるディスプレーが設けられた投影ユニ
ットを含み、前記投影ユニットは、前記ディスプレーの少なくとも一つのゾーンを照明し
、光ビームを前記回折コンバイナーに向かって角度θｐで送出し、
ａ）厚さが均一な感光層を固体基材の平らな表面上に付着する工程と、
ｂ）レーザー源から放出された二つの光ビームＲ１及びＲ２の干渉により、前記感光層に
干渉縞を露光する工程と、
ｃ）前記干渉縞に対応する露光されたゾーンを前記感光層のレリーフの変化に変換し、こ
れらの変化を再現する金型を製造する工程と、
ｄ）前記金型を使用し、前記基材の回折レリーフ構造を均質な透明プラスチック材料製の
要素に転写し、回折コンバイナーを形成する工程とを含む、回折コンバイナーの製造方法
において、
前記工程ｂ）を、波長λｅの同じレーザー源から放出された二つの光ビームＲ１及びＲ２
に基づいてｎ回実施し、前記ビームＲ１及びＲ２の間の角度はθｉ（ｉ＝１乃至ｎ）であ
り、この角度は、

【数１】
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に等しく、これらの干渉ビームの一方は発散ビームであり、球面波面を有し、他方のビー
ムは平面波であり、これらのビームが干渉することにより縞の輪郭線が湾曲した、ピッチ
が変化している回折ネットワークを形成し、
　球面波を持つ前記ビームの軸線に対して垂直方向に配向された平らな面と、様々な曲率
半径の湾曲した面とを持つ屈折要素が、球面波を持つ前記ビームの経路上に配置され、自
在に拡大できるゾーンを前記回折コンバイナー上に形成する、ことを特徴とする回折コン
バイナーの製造方法。
【請求項２】
請求項１に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記屈折要素は、プラスチック材料又はガラスで形成されている、ことを特徴とする回折
コンバイナーの製造方法。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記固体基材はガラス又は石英で形成されている、ことを特徴とする回折コンバイナーの
製造方法。
【請求項４】
請求項１乃至３のうちのいずれか一項に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記干渉縞に対応する前記露光されたゾーンのレリーフの変化への変換は、
－所与の時間に亘ってケミカルエッチング用物質を前記露光された感光層に適用し、前記
干渉縞を前記感光層のレリーフの変化に変換し、母型を形成する工程と、
－導電層を前記レリーフの表面に付着する工程と、
－前記金型を得るため、前記導電層に電鋳法を適用する工程とを含む、ことを特徴とする
回折コンバイナーの製造方法。
【請求項５】
請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記金型はニッケル製である、ことを特徴とする回折コンバイナーの製造方法。
【請求項６】
請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記透明プラスチック材料製の要素への回折レリーフ構造の転写は、エンボス加工型又は
射出成形型の大量生産手段によって行われる、ことを特徴とする回折コンバイナーの製造
方法。
【請求項７】
請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記回折コンバイナーの前記プラスチック材料は所定の反射率を有し、これにより、車両
のフロントガラスよりも大きいレベルの透明性を持つことができる、ことを特徴とする回
折コンバイナーの製造方法。
【請求項８】
請求項４に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記ケミカルエッチング用物質を、前記感光層に、得られるべき前記レリーフの深さを決
定する所定時間に亘って適用し、前記レリーフの前記深さで回折効率が定まる、ことを特
徴とする回折コンバイナーの製造方法。
【請求項９】
請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
少なくとも一つの反射層が前記回折コンバイナーの回折面に付着されている、ことを特徴
とする回折コンバイナーの製造方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の回折コンバイナーの製造方法において、
前記反射層は、前記投影ユニットが放出した前記光ビームの少なくとも一つの波長に関し
て選択性を有する、ことを特徴とする回折コンバイナーの製造方法。
【請求項１１】
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画像を、運転者の視野内に虚像の形態で投影するように設計された自動車用ヘッドアップ
ディスプレー装置であって、投影ユニットと、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の
方法によって製造された回折コンバイナーとを含む自動車用ヘッドアップディスプレー装
置。
【請求項１２】
請求項１１に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装置において、
前記投影ユニットは、波長が異なる少なくとも二色の光源によって後方から照明された画
像を形成するように設計されたディスプレーを含み、前記ディスプレーの少なくとも一つ
のゾーンの範囲を定めるバックライト枠を発生する回折要素が、各光源の出力に、前記光
源によって放出された前記ビームの軸線に対して垂直に配置されており、範囲が定められ
たゾーンの各々は一つの色だけによって後方から照明される、ことを特徴とする自動車用
ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１３】
請求項１２に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装置において、
少なくとも一つの光源が、前記ディスプレーの平面に引いた垂線に対して角度αで配向さ
れている、ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１４】
請求項１１乃至１３のうちのいずれか一項に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装
置において、
前記回折コンバイナーは、単一の材料で形成された透明なプレートの形態で形成されてい
る、ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１５】
請求項１４に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装置において、
前記回折コンバイナーの少なくとも一方の面には、保護層又はカバーが設けられている、
ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１６】
請求項１２乃至１５のうちのいずれか一項に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装
置において、
前記投影デバイスの前記ディスプレーは液晶ディスプレーである、ことを特徴とする自動
車用ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１７】
請求項１１乃至１５のうちのいずれか一項に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装
置において、
前記回折コンバイナーは、虚像を前記回折コンバイナーの前方所与の距離のところに、運
転者の視線に対して正確な傾斜角度で位置決めするように形成された光学的回折要素を含
む、ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装置。
【請求項１８】
請求項１２乃至１７のうちのいずれか一項に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装
置において、
前記光源はダイオードであり、これらのダイオードは、各々、空間的に且つ時間的にコヒ
ーレンスな光ビームを発生する、ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装
置。
【請求項１９】
請求項１２乃至１８のうちのいずれか一項に記載の自動車用ヘッドアップディスプレー装
置において、
前記画像を形成する前記ディスプレーには、所定の開口角度を持つ光学的拡散層が設けら
れている、ことを特徴とする自動車用ヘッドアップディスプレー装置。
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